
介護老人保健施設　恵風苑　通所リハビリテーション

介護予防通所リハビリテーション　　利用約款
（重要事項説明書）

（約款の目的）

第１条　介護老人保健施設　恵風苑（以下「当施設」という。）は、要支援状態又は要介護状態と

認定された利用者（以下単に「利用者」という。）に対し、介護保険法令の趣旨に従って、

利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことがで

きるよう生活機能の維持又は向上を目指し、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテー

ションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう、一定の期間、通所リ

ハビリテーションまたは、介護予防通所リハビリテーションを提供し、一方、利用者及び利

用者を扶養する者（以下「扶養者」という。）は、当施設に対し、そのサービスに対する料

金を支払うことについて取り決めることを、本約款の目的とします。

（適用期間）

第２条　本約款は、利用者が介護老人保健施設　通所リハビリテーションまたは、介護予防通所リ

ハビリテーション利用同意書を当施設に提出した後から効力を有します。但し、扶養者に変

更があった場合は、新たに同意を得ることとします。

２　利用者は､前項に定める事項の他､本約款､別紙１、別紙２、別紙３及び別紙４の改定が行

われない限り､初回利用時の同意書提出をもって､繰り返し通所リハビリテーションまたは、

介護予防通所リハビリテーションを利用することができるものとします｡

（利用者からの解除）

第３条　利用者及び扶養者は、当施設に対し、利用中止の意思表明をすることにより、利用者の居

宅サービス計画にかかわらず､本約款に基づく通所リハビリテーションまたは、介護予防通

所リハビリテーション利用を解除・終了することができます。なお､この場合利用者及び扶

養者は､速やかに当施設及び利用者の居宅サービス計画作成者に連絡するものとします｡

但し､利用者が正当な理由なく､通所リハビリテーションまたは、介護予防通所リハビリ

テーション実施時間中に利用中止を申し出た場合については､原則､基本料金及びその他ご利

用いただいた費用を当施設にお支払いいただきます｡

（当施設からの解除・終了及び利用中止）

第４条　当施設は、利用者及び扶養者に対し、次に掲げる場合には、本約款に基づく通所リハビリ

テーションまたは、介護予防通所リハビリテーションサービスの利用を解除・終了・利用の

中止をすることができます。

①　利用者が要介護認定において自立と認定された場合

②　利用者の居宅サービス計画で定められた利用時間数を超える場合

③　利用者及び扶養者が､本約款に定める利用料金を１か月分以上滞納しその支払いを督促し

たにもかかわらず３０日間以内に支払われない場合

④　利用者の病状、心身状態等が著しく悪化し、当施設での適切な通所リハビリテーションま

たは、介護予防通所リハビリテーションサービスの提供を超えると判断された場合

⑤　利用者又は扶養者が、当施設、当施設の職員又は他の利用者等に対して、利用継続が困難

となる程度の背信行為又は反社会的行為を行った場合

⑥　天災、災害、施設・設備の故障、その他やむを得ない理由により利用させることができな

い場合

（利用料金）

第５条　利用者及び扶養者は、連帯して、当施設に対し、本約款に基づく通所リハビリテーション
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または、介護予防通所リハビリテーションサービスの対価として、介護報酬告示上の額に各

利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額及び利用者が個別に利用した

サービスの提供に伴い必要となる額の合計額を支払う義務があります。

２　当施設は、利用者及び扶養者が指定する送付先に対し、前月料金の合計額の請求書及び明

細書を、毎月１０日頃までに発行し、所定の方法により交付する。利用者及び扶養者は、連

帯して、当施設に対し、当該合計額をその月の末日までに支払うものとします。なお、支払

いの方法は別途話し合いの上、双方合意した方法によります。

３　当施設は、利用者又は扶養者から、１項に定める利用料金の支払いを受けたときは、利用

者又は扶養者の指定する者に対して、領収書を所定の方法により交付します。

（記録）

第６条　当施設は、通所リハビリテーションまたは、介護予防通所リハビリテーションサービスの

提供に関するそれら記録及び診療録等については完結の日から５年間保管します。

２　当施設は、利用者が前項の記録の閲覧、謄写を求めた場合には、原則として、これに応じ

ます。但し、扶養者その他の者（利用者の代理人を含みます）に対しては、利用者の承諾そ

の他必要と認められる場合に限り、これに応じます。

（身体の拘束等の廃止）

第７条　当施設は、原則として利用者に対し身体拘束を行いません。但し、自傷他害の恐れがある

等緊急やむを得ない場合は、施設管理者又は施設長が判断し、身体拘束その他利用者の行動

を制限する行為を行うことがあります。この場合には、当施設の医師がその様態及び時間、

その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を診療録に記載することとしま

す。尚、身体拘束廃止検討委員会及び職員研修を定期的に行い､身体的拘束等の適正化のた

めの指針を整備します。

(虐待防止のための措置に関する事項)

第8条　当施設は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等の為、次の措置を講じるものとします。

　　　　虐待の防止に関する責任者は管理者である苑長とします。

1 虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催

2 虐待の発生又はその再発を防止するための指針の整備

3 虐待の防止に関する責任者の選定

4 従業者に対する虐待の防止の啓発、普及する為の研修の実施

5 その他の虐待防止のための必要な措置

　　２　事業所は、サービス提供中及び利用者の居宅において、当該事業所の従業者又は養護者

（利用者の家族高齢者を現に養護する者）により虐待を受けたと思われる利用者を発見し

た場合には速やかに、これを市町村に通報します。

　　３　その他、高齢者虐待防止委員会、マニュアル等により虐待防止のための必要な措置を

とります。

（成年後見制度の活用支援）

第9 条　当施設は、適正な契約手続きを行う為、必要に応じ、成年後見制度の利用方法や関係機関

の紹介など、成年後見制度を活用できるように支援を行うものとします。

（秘密の保持及び個人情報の保護）

第10条　当施設とその職員は、当法人の個人情報保護方針に基づき、業務上知り得た利用者又は扶

養者若しくはその家族等に関する個人情報の利用目的を別紙４のとおり定め、適切に取り扱

います。また正当な理由なく第三者に漏らしません。但し、例外として次の各号について

は、法令上、介護関係事業者が行うべき義務として明記されていることから、情報提供を行

なうこととします。

1 　サービス提供困難時の事業者間の連絡、紹介等

2 　居宅介護支援事業所等との連携
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3 　利用者が偽りその他不正な行為によって保険給付を受けている場合等の市町村への通知

4 　利用者に病状の急変が生じた場合等の主治の医師への連絡等

5 　生命・身体の保護のため必要な場合（災害時において安否確認情報を行政に提供する場合

等）

6 　介護保険サービスの質の向上のための学会、研究会等での事例研究発表等。なお、この場合、

利用者個人を特定できないように仮名等を使用することを厳守します。
２　前項に掲げる事項は、利用終了後も同様の取扱いとします。

（事故防止対策）
第11条　事故防止ための事故防止委員会及び職員への研修を定期的に行います。

（緊急時、事故発生時等における対応方法）

第12条　当施設は、利用者に対し、必要に応じて臨時応急手当及び施設医師への報告を行う。また

医学的判断により対診が必要と認める場合、協力医療機関又は協力歯科医療機関及び主治医

での診療を依頼することがあります。

２　前項のほか、利用中に利用者の心身の状態が急変した場合、当施設は、利用者及び扶養者

が指定する者に対し緊急に連絡します。

３　サービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに利用者及び扶養者が指定する

者、居宅支援事業所、岡山市事業者指導課に連絡を行います。

４　通所リハビリテーションまたは、介護予防通所リハビリテーションの提供に伴って当施設

の責に帰すべき事由によって、利用者が損害を被った場合、当施設は、利用者に対して、

損害を賠償するものとします。

５　利用者の責に帰すべき事由によって、当施設が損害を被った場合、利用者及び扶養者は、

連帯して、当施設に対して、その損害を賠償するものとします。

（要望又は苦情等の申出）

第13条　利用者及び扶養者は、当施設の提供する通所リハビリテーションまたは、介護予防通所リ

ハビリテーションに対しての要望又は苦情等について、担当管理相談員に申し出ることが

でき、又は、備付けの用紙、管理者宛ての文書で所定の場所に設置する「ご意見箱」に投

函して申し出ることができます。

（苦情解決体制の整備）

第14条　当施設では、サービスの提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するため別紙

２のとおり苦情に適切に対応する体制を整えて、誠意をもって解決に努めることとしてお

ります。当施設の提供する介護保険施設サービスに対しての苦情等がある場合、こちらで

の申出も出来ます。なお、施設内にも掲示してあります。

　　２　苦情解決に関し国民健康保険団体連合会及び市町村が行う文書その他の物件の提出若しく

は提出の求め又は当該職員からの質問若しくは照会に応じ、調査に協力するとともに、指

導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとします。

（通常の事業の実施区域）

第15条　通常の事業の実施区域は、岡山市の区域（北区・中区・東区）とします。

一部区域外があります。（区域外の送迎費は別途定める）

（褥瘡防止対策）

第16条　褥瘡が発生しないように適切な介護及び予防対策に積極的に取り組んでいきます。褥瘡予

防対策委員会及び職員への研修を定期的に行います。

（感染症対策体制の徹底）

第17条　感染症又は食中毒が発生、蔓延しないように細心の注意を払い対策を検討します。また、

感染症対策委員会及び職員への研修を定期的に行います。
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（利用契約に定めのない事項）
第18条　この約款に定められていない事項は、介護保険法令その他諸法令に定めるところにより、利用者

又は扶養者と当施設が誠意をもって協議して定めることとします。
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＜別紙１＞　　　　　　　　　　
通所リハビリテーションについて

（令和３年４月１日現在）

１．介護保険証の確認
ご利用のお申込みに当たり、ご利用希望者の介護保険証及び介護保険負担割合証（１割・２割・３割）を確認
させていただきます。

２．通所リハビリテーションについての概要
通所リハビリテーションについては、要介護者の家庭等での生活を継続させるために立案された居宅介護

サービス計画に基づき、当施設を一定期間ご利用いただき、医学管理の下における介護及び機能訓練その
他必要な医療並びに日常生活上のお世話を行い、利用者の療養生活の質の向上および利用者のご家族の
身体的及び精神的負担の軽減を図るため提供されます。このサービスを提供するにあたっては、利用者に
関わるあらゆる職種の職員の協議によって、介護サービス計画が作成されますが、その際、利用者・扶養者
（ご家族）の希望を十分に取り入れ、また、計画の内容については同意をいただくようになります。

　また、事業所の従事者（役員、管理者、社員）については岡山市暴力団排除基本条例
（平成２４年市条例第３号）第２条第２号に従っています。

３.　利用料金　　

本約款に基づく通所リハビリテーションの対価として、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保

険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額及び利用者が個別に利用したサービスの提供に伴い

必要となる額の合計額になります。

（１）その他の料金

1 食費　　　　昼食　　６５０円

※ 原則として施設で提供する食事をおとりいただきます。なお、利用時間帯によっては

食事の提供ができないことがあります。

　

②おやつのみの場合　　　１００円／１日１回

③基本時間外施設利用料 （１割負担）　　（２割負担）　　（３割負担）

８時間以上　９時間未満　　　　　　５１円　　　　１０２円　　　　１５３円

９時間以上１０時間未満　　　　　１０２円　　　　２０４円　　　　３０６円

④通常の事業の実施区域を越えた地域に居住する、利用者の方の送迎に要する費用は、実施区域を

越えて片道10kmまでが無料とし、10㎞以上15㎞までが500円、15㎞以上が1,000円とします。

（２）支払い方法
・　毎月１０日頃までに、前月分の請求書を発行しますので、その月の末日までにお支払いください。お支払
い頂きますと領収書を発行いたします。

・　お支払い方法は、中国銀行口座振替又は郵便局口座振替のどちらかの方法によりお願いします。
　なお、中国銀行又は郵便局に通帳をお持ちでない方は御準備をお願いします。
　当施設へは指定の用紙により届出をして頂く事になります。

（３）施設の職員体制

　　　当施設の従事者の職種、員数は、次のとおりであり、必置職については法令の定めるところによ

ります。

１） 管理者　　　　　　　　　　　　　　１名（常勤）
２） 医師　　　　　　　　　　　　　　　１名（常勤・管理者と兼務）※

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５名（常勤１名・非常勤４名）※
３）　看護職員　　　　　　　　　　　　　１名以上（常勤）
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４）　介護職員　　　　　　　　　　　　　７名以上（常勤）
５） 管理相談員　　　　　　　　　　　　１名（常勤…上記介護職員に含む）
６）・理学療法士 　　　　　　　　　　　３名以上（常勤）

・作業療法士 　２名以上（常勤）

・言語聴覚士　　　　　　　　　　　　１名以上（常勤）

７）　管理栄養士　　　　　　　　　　　　１名以上（常勤）※
　　　　※介護老人保健施設（入所利用・短期入所利用）兼務となります。

（４）従業者の職務内容

前項に定める当施設職員の職務内容は、次のとおりとします。

１） 管理者は、従業者の管理及び通所リハビリテーション等の利用の申し込みに係る調整業務の

　　　 実施状況の把握その他の管理を一元化に行います。

２） 医師は、利用者の病状及び心身の状況に応じて、日常的な医学的対応を行います。

３） 看護職員は、医師の指示に基づき検温、血圧測定等の医療行為を行なうほか利用者の通所リハビ
リテーション計画に基づく看護を行います。

４） 介護職員は、医師の指示に基づきバイタルチェック等を行う。また利用者の通所リハビリ

テーション（介護予防通所リハビリテーション）計画に基づく介護を行います。

５） 管理相談員は利用者及びその家族からの相談に適切に応じるとともに、レクリエーション等

の計画、指導を行い、市町村との連携をはかるほか、ボランティアの指導を行います。

６） 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士は、医師と共同してリハビリテーション実施計画書を

作成するとともに、リハビリテーションの実施を行います。
　　７）管理栄養士は栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態の管理を行います。

（５）営業日及び営業時間）

事業所の営業日及び営業時間以下のとおりとなります。

１）　日曜日及びゴールデンウイーク（４月下旬から５月上旬の大型連休）,８月１３日～１５

日、

１２月３０日～1月３日を除く毎週月曜日から土曜日までの６日間を営業日とします。

２）　営業日の午前９時３０分から午後４時３０分までをサービス提供時間とします。

３）　営業日の午前８時３０分から午後５時３０分までを営業時間とします。

４）　電話による２４時間常時連絡が可能な体制となります。

介護予防通所リハビリテーションについて
（令和３年４月１日現在）

１．介護保険証の確認
ご利用のお申込みに当たり、ご利用希望者の介護保険証及び介護保険負担割合証（１割・２割・３割）
を確認させていただきます。

２．介護予防通所リハビリテーションについての概要
介護予防通所リハビリテーションについては、要支援者の家庭等での生活を継続させるために立案された

介護予防サービス支援計画に基づき、当施設を一定期間ご利用いただき、医学管理の下における介護及び
機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上のお世話を行い、利用者の療養生活の質の向上および利
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用者のご家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るため提供されます。このサービスを提供するにあたっ
ては、利用者に関わるあらゆる職種の職員の協議によって、介護予防サービス計画が作成されますが、その
際、計画の内容については同意をいただくようになります。

　また、事業所の従事者（役員、管理者、社員）については岡山市暴力団排除基本条例
（平成２４年市条例第３号）第２条第２号に従っています。

３．利用料金

本約款に基づく介護予防通所リハビリテーションの対価として、介護報酬告示上の額に各利用者

の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額及び利用者が個別に利用したサービスの提

供に伴い必要となる額の合計額になります。

（１）その他の料金

　

①　　食費 昼食 ６５０円

※ 原則として施設で提供する食事にて対応致します。なお、利用時間帯に

②おやつのみの場合　　　１００円／１日１回

③　通常の事業の実施区域を越えた地域に居住よっては、食事の提供ができないこともあり得る事

を御了解ください。

　する、利用者の方の送迎に要する費用は、実施区域を越えて片道10kmまでが無料とし、10㎞以上

15㎞までが500円、15㎞以上が1,000円とさせて頂きます。

（２）支払い方法
・　毎月１０日頃までに、前月分の請求書を発行しますので、その月の末日までにお支払いください。お支払
い頂きますと領収書を発行いたします。

・　お支払い方法は、中国銀行口座振替又は郵便局振替のどちらかの方法によりお願いします。
　なお、中国銀行又は郵便局に通帳をお持ちでない方は御準備をお願いします。
　当施設へは指定の用紙により届出をして頂く事になります。

（３）職員体制

　　　当施設の従事者の職種、員数は、次のとおりであり、必置職については法令の定めるところによ

ります。

１） 管理者　　　　　　　　　　　　　　１名（常勤）
２） 医師　　　　　　　　　　　　　　　１名（常勤・管理者と兼務）※

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５名（常勤１名・非常勤４名）※
３）　看護職員　　　　　　　　　　　　　７名以上（常勤）
４）　介護職員　　　　　　　　　　　　　７名以上（常勤）
５） 管理相談員　　　　　　　　　　　　１名（常勤）

６）・理学療法士 　　　　　　　　　　　３名以上（常勤）

・作業療法士 　２名以上（常勤）

・言語聴覚士　　　　　　　　　　　　１名以上（常勤）

７）　管理栄養士　　　　　　　　　　　　１名以上（常勤）※
　　　　※介護老人保健施設（入所利用・短期入所利用）兼務となります。

（４）従業者の職務内容
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前項に定める当施設職員の職務内容は、次のとおりとします。

１） 管理者は、従業者の管理及び通所リハビリテーション等の利用の申し込みに係る調整

　　　 業務の実施状況の把握その他の管理を一元化に行います。

２） 医師は、利用者の病状及び心身の状況に応じて、日常的な医学的対応を行います。

３） 看護職員は、医師の指示に基づき検温、血圧測定等の医療行為を行なうほか利用者の通所リハビ
リテーション計画に基づく看護を行います。

４） 介護職員は、医師の指示に基づきバイタルチェック等を行います。。また利用者の通所リハ

ビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）計画に基づく介護を行います。

５） 管理相談員は利用者及びその家族からの相談に適切に応じるとともに、レクリエーション等

の計画、指導を行い、市町村との連携をはかるほか、ボランティアの指導を行います。

６） 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士は、医師と共同してリハビリテーション実施計画書を

作成するとともに、リハビリテーションの実施を行います。

７）管理栄養士は栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態の管理を行います。

（５）営業日及び営業時間

事業所の営業日及び営業時間以下のとおりとなります。

１）　日曜日及びゴールデンウイーク（４月下旬から５月上旬の大型連休）、８月１３日～１５

日、

１２月３０日～１月３日を除く　毎週月曜日から土曜日までの６日間を営業日とします。

２）　営業日の午前９時３０分から午後４時３０分までをサービス提供時間とします。

３）　営業日の午前８時３０分から午後５時３０分までを営業時間とします。

４）　電話による２４時間常時連絡が可能な体制となります。
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＜別紙２＞
令和５年５月１６日

利用者各位
介護老人保健施設　恵風苑　デイ･ケア

「苦情申出窓口」の設置について

社会福祉法第82条の規定により、本事業所では利用者からの苦情に適切に対応する体制
を整えることといたしました。
本事業所における苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員は下記により設置

し、苦情解決に努めることといたしましたので、お知らせいたします。

記
１．苦情受付担当者 奥　玉　麻　子

（086-275-5566）
（恵風苑職員）

２．苦情解決責任者 織　田　道　広
（086-275-8008）

（恵風苑管理者・医師）

３．第三者委員 春　川　千恵子
（086-222-0592）

（恵風会評議員）

佐 藤 淑 郎
（086-485-0501）

（会社役員）

４．苦情解決の方法
（１）苦情の受付

苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。
なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。

（２）苦情受付の報告・確認
苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員（苦情申出人

が第三者委員への報告を拒否した場合を除く）に報告いたします。第三者委員は内
容を確認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。

（３）苦情解決のための話し合い
苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。その

際、苦情申出人は、第三者委員の助言や立会いを求めることができます。
なお、第三者委員の立会いによる話し合いは、次により行います。
ア．第三者委員による苦情内容の確認
イ．第三者委員による解決案の調整、助言
ウ．話し合いの結果や改善事項等の確認

（４）都道府県「運営適正化委員会」の紹介（介護保険事業者は国保連、市町も紹介）
本事業所で解決できない苦情は、以下に申し立てることができます。
　〇岡山県社会福祉協議会　　　　　０８６－２２６－２８２２
　〇岡山県国民健康保険団体連合会　０８６－２２３－８８１１
　〇岡山市保健福祉局事業者指導課通所事業者係

　０８６－２１２－１０１３
　（受付時間　：　月曜日～金曜日　９：００～１７：００
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＜別紙３＞
介護老人保健施設　恵風苑　のご案内

（令和３年４月１日現在）
１．施設の概要
（１）施設の名称等

・施設名 介護老人保健施設　恵風苑
・開設年月日 平成 １年 ４月 １０日
・所在地 岡山市中区今在家３０４－６
・電話番号 ０８６－２７５－８００８
・ファックス番号 ０８６－２７５－０８８０
・管理者名 苑長　　織田　道広（医師・整形外科）
・介護保険指定番号 介護老人保健施設（　3350180018　号）

（２）介護老人保健施設の目的と運営方針
介護老人保健施設は、看護、医学的管理の下での介護やリハビリテーション、その他必要な医療

と日常生活上のお世話などの介護保健施設サービスを提供することで、入所者の能力に応じた日
常生活を営むことができるようにし、１日でも早く家庭での生活に戻ることができるように支援するこ

と、また、利用者の方が居宅での生活を１日でも長く継続できるよう、短期入所療養介護（介護予防

短期入所療養介護）や通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）といったサービス
を提供し、在宅ケアを支援することを目的とした施設です。
この目的に沿って、当施設では、以下のような運営の方針を定めていますので、ご理解いただい

た上でご利用ください。

≪　介護老人保健施設　恵風苑　の運営方針　≫

○可能性を信じて・「自立」・「協力」・「参加」
〈１〉　基本方針

利用者の人権を尊重し、安全で明るく楽しい家庭的な環境づくりに努めるとともに、高齢者福
祉施設サービス評価基準に照らして、利用者の処遇改善向上に努めるほか、各部門の連携
を密にして適切な処遇方針を樹立し、最大の目標である在宅復帰に向けて努力します。
一方、在宅高齢者の処遇向上のため、可能な限りの支援を行うこととし、地域における高齢者
福祉の拠点としての役割を果たすべく努めます。
これらの責務を果たすために、看護、介護技術の向上を目指して職員の各種研修への参加、
職場研修の充実等により、職員の資質の向上を図ります。

〈２〉　処遇重点目標
基本理念 １．明るい施設。開かれた施設。何時でも、どこでも、迅速に対応を

２．温かい心、温かい手でよりよい看護・介護を
①日常生活の援助
・日常生活における利用者の役割発見に努め、自立・自助の可能性を求めて趣味活動や機
能回復訓練等を通して生き甲斐を見出すよう努めます。

・排泄の自立にむけて利用者と共に努めます。
・残存能力の活用の観点から離床に努めます。
・利用者の理解と個別的処遇を進めるため、療養室担当業務の充実を図ります。
・各行事等を通じて、地域の人々との交流を一層深めます。
・ご家族との連携に努めることとし、一時帰宅を促進するなどにより在宅復帰につながるよう
がるように努めます。

②健康の維持管理
・利用者の健康管理に努め、健康の維持増進を図るよう援助します。
・不断の観察により、利用者の疾病の早期発見、早期治療に努めます。
・利用者の残存機能を見出すことに努め、日常生活動作の向上に向けて援助します。
・利用者の直接処遇にあたる職員の健康管理に十分留意します。
③食生活の充実
・利用者の好みの把握に努め、より利用者の嗜好に合ったそして、各人の健康状態に即した
栄養管理に基づく食事の提供に努めます。

・楽しく豊かな食事をするよう、献立や盛り付け等にも配慮します。
・食品衛生及び厨房の衛生管理に努めます。
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④職業倫理と処遇技術の向上
・利用者のノーマライゼーションと人権尊重の理念に基づき専門的サービスを提供する義務
を有することを自覚し、不断の自己研鑽に努めます。

・質の高い処遇ができるよう各種研修への参加、職場研修の充実により福祉の専門家として
の職業倫理と処遇技術を身につけるよう努力します。

⑤地域社会への対応
・施設機能の充実に努め、地域の社会資源として開放し、在宅高齢者福祉の向上に努めま
す。

・施設を福祉教育、人間教育の場として開放し、視察・見学・実習・ボランティア等を受け入
れるよう努めます。

（３）入所定員等 ・定員　　　１８０　名
・療養室　　個室：１８室、２人室：９室、４人室：３６室

（４）通所定員 ４０　名

２．サービス内容
①　施設サービス計画の立案
②　食事（食事は原則として食堂でおとりいただきます。）

朝食 ７時４０分～８時４０分
昼食　１２時２０分～１３時２０分
夕食　１７時３０分～１８時３０分

2 　入浴（一般浴槽のほか入浴に介助を要する利用者には特別浴槽で対応します。入所利用者は、
週に最低２回ご利用いただきます。ただし、利用者の身体の状態に応じて清拭となる場合がありま
す。）

④　医学的管理・看護
⑤　介護（退所時の支援も行います）
⑥　リハビリテーション
⑦　相談援助サービス
⑧　栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態の管理
⑨　夜勤職員配置
⑩　口腔衛生管理
⑪　身体拘束の廃止
⑫　褥瘡防止対策
⑬　感染症対策
⑭　事故防止対策
⑮　理美容サービス
⑯　行政手続代行
⑰　その他
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３．協力医療機関等
当施設では、下記の医療機関や歯科診療所に協力をいただき、利用者の状態が急変した場合等に

は、速やかに対応をお願いするようにしています。
・協力医療機関

・名　称 宮本整形外科病院（整形外科・内科）
・住　所 岡山市中区国富４－２－６３
・電　話 ☎０８６－２７２－１２１１　　・📠０８６－２７１－５５５４

・名　称 河田病院（精神科・心療内科）
・住　所 岡山市北区富町２－１５－２１
・電　話 ☎０８６－２５２－１２３１　　・📠０８６－２５２－７１１１

・協力歯科医療機関
・名　称 しみず歯科　グランデンタルクリニック（歯科）
・住　所 岡山市北区表町１－９－６４
・電　話 ☎０８６－２３４－５０６７　　・📠０８６－２３４－５０６８

・名　称 安井歯科医院（歯科）
・住　所 岡山市中区門田屋敷１－９－３５
・電　話 ☎０８６－２７２－２７６６　　・📠０８６－２７２－２７６６

◇緊急時の連絡先
なお、緊急の場合には、「同意書」にご記入いただいた連絡先に連絡します。

４．施設利用に当たっての留意事項
・　施設利用中の食事は、特段の事情がない限り施設の提供する食事をお召し上がりいただきます。

食費は保険給付外の利用料と位置づけられていますが、同時に、施設は利用者の心身の状態に
影響を与える栄養状態の管理をサービス内容としているため、その実施には食事内容の管理が
欠かせませんので、食事の持ち込みはご遠慮いただきます。

・　面会…来訪者は必ずその都度職員に届けてください。
・　外出・外泊…外出・外泊の際には必ず行先と帰宅時間を書類で提出をお願いします。
・　飲酒・喫煙…喫煙は敷地内禁煙となっております。飲酒はご相談ください。
・　火気の取扱い…火気の取り扱いについては厳禁とします。
・　設備・備品の利用…施設内の器具・備品は職員の指示に従ってご利用ください。
・　所持品・備品等の持ち込み…職員の許可を得てください。
・　金銭・貴重品の管理…持参しないでください。当施設において盗難。紛失等があった場合におい

ても責任は負いません。
・　外泊時等の施設外での受診…ほかの医療機関での受診の場合、必ず当施設の許可を得てくださ

い。
・　宗教活動…宗教活動については禁止といたします。
・　ペットの持ち込み…ペットの持ち込みは禁止といたします。

５．非常災害対策
・防災設備　　スプリンクラー、消火器、消火栓
・防災訓練　　年２回
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６．禁止事項
当施設では、多くの方に安心して療養生活を送っていただくために、利用者の「営利行為、宗教の勧
誘、特定の政治活動」は禁止します。

７．要望及び苦情等の相談
当施設には管理相談の専門員として管理相談員が勤務していますので、お気軽にご相談ください。要
望や苦情などは、担当管理相談員にお寄せいただければ、速やかに対応いたしますが、受付に備えつ
けられた「ご意見箱」をご利用いただき、管理者に直接お申し出いただくこともできます。
また、当施設では別紙５のとおり苦情に適切に対応する体制を整えて、誠意をもって解決に努めること
としております。当施設の提供する介護保険施設サービスに対しての苦情等がある場合、こちらの申し
出もできます。なお、施設内にも掲示しております。

８．その他
当施設についての詳細は、パンフレットを用意してありますので、ご請求ください。

＜別紙４＞

個人情報の利用目的
（令和３年４月１日現在）

介護老人保健施設 恵 風 苑 では、利用者の尊厳を守り安全に配慮する施設理念の下、お預かりしてい
る個人情報について、利用目的を以下のとおり定めます。

【利用者への介護サービスの提供に必要な利用目的】
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〔介護老人保健施設内部での利用目的〕
・当施設が利用者等に提供する介護サービス
・介護保険事務
・介護サービスの利用者に係る当施設の管理運営業務のうち
　－入退所等の管理
　－会計・経理
　－事故等の報告
　－当該利用者の介護・医療サービスの向上

〔他の事業者等への情報提供を伴う利用目的〕
・当施設が利用者等に提供する介護サービスのうち
　－利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支

援事業所等との連携（サービス担当者会議等）、照会への回答
　－利用者の診療等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合
　－検体検査業務の委託その他の業務委託
　－家族等への心身の状況説明
・介護保険事務のうち
　－保険事務の委託
　－審査支払機関へのレセプトの提出
　－審査支払機関又は保険者からの照会への回答
・損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等

【上記以外の利用目的】
〔当施設の内部での利用に係る利用目的〕

・当施設の管理運営業務のうち
　－医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
　－当施設において行われる学生の実習への協力
　－当施設において行われる事例研究

〔他の事業者等への情報提供に係る利用目的〕
・当施設の管理運営業務のうち
　－外部監査機関への情報提供

介護老人保健施設　通所リハビリテーション利用同意書
当施設は介護老人保健施設の施設介護通所リハビリテーション利用約款及び、別紙１、別紙２、別紙

３及び別紙４に対し、忠実に業務遂行致します。

＜事業者＞　〒７０３－８２０８
住　　所　　岡山市中区今在家３０４－６
施設名 社会福祉法人　恵風会
理事長 宮本 宣義 　 印

介護老人保健施設　恵　風　苑　の施設通所リハビリテーションを利用するにあたり、介護老人

保健施設の施設通所リハビリテーション利用約款及び別紙１、別紙２、別紙３及び別紙４を受領

し、これらの内容に関して、担当者による説明を受け、これらを十分に理解した上で同意します。

令和 年 月 日

＜利用者＞

住　　所

氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　印

＜御家族＞

住　　所
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氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　

続　　柄　　　　　　　　　　　　　　　印

介護老人保健施設 恵 風 苑

管理者　 織 田 道 広　殿

【本約款第５条の請求書・明細書及び領収書の送付先】

・氏　　名 　　　　　　　　　　　　　　　　　（続柄　　　　　　　　）

・住　　所

・電話番号

【本約款第１２条２項緊急時及び第１２条３項事故発生時の連絡先】

・氏　　名 　　　　　　　　　　　　　　　　　（続柄　　　　　　　　）

・住　　所

・電話番号

･搬送病院名



介護老人保健施設 介護予防通所リハビリテーション利用同意書

当施設は介護老人保健施設の施設介護予防通所リハビリテーション利用約款及び、別紙１、別紙２、

別紙３、及び別紙４に対し、忠実に業務遂行致します。

＜事業者＞　〒７０３－８２０８
住　　所　　岡山市中区今在家３０４－６
施設名 社会福祉法人　恵風会
理事長　　宮本 宣義 　　　　　　　　 印

介護老人保健施設　恵　風　苑　の施設介護予防通所リハビリテーションを利用するにあたり、

介護老人保健施設の施設介護予防通所リハビリテーション利用約款及び別紙１、別紙２別紙３及び

別紙４を受領し、これらの内容に関して、担当者による説明を受け、これらを十分に理解した上で

同意します。

令和 年 月 日

＜利用者＞

住　　所

氏　　名　　　　　　　　　　　　　 　　印

＜御家族＞

住　　所

氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　

続　　柄　　　　　　　　　　　　　　 　印

介護老人保健施設 恵 風 苑

管理者　 織 田 道 広　殿

【本約款第５条の請求書・明細書及び領収書の送付先】

・氏　　名 　　　　　　　　　　　　　　　　　（続柄　　　　　　　　）

・住　　所

・電話番号

【本約款第１２条２項緊急時及び第１２条３項事故発生時の連絡先】

・氏　　名 　　　　　　　　　　　　　　　　　（続柄　　　　　　　　）

・住　　所

・電話番号

・搬送病院名


